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定款変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成19年５月18日開催の取締役会において、平成19年６月22日開催予定の当社第22回定時株主

総会に下記のとおり、定款の一部変更について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

 

記 

 

１．定款変更の理由 

(1) 当社事業の現状に則し、事業内容の明確化を図るとともに、事業の多様化に対応するため、現行定

款第２条で規定する事業目的の変更および追加を行うものであります。 

(2) 分散している事務所を集約、統合するとともに、本店機能の強化と業務の一層の効率化を図るため、

現行定款第３条で規定する本店の所在地を東京都千代田区に変更を行うものであります。 

なお、この変更につきましては、平成19年６月末日までに開催される取締役会において決定する本

店移転日をもって効力を生じるものとし、その旨附則で規定するものであります。 

(3) その他字句の修正を行うものであります。 

 

２．定款変更の内容 

 変更の内容は次のとおりであります。 

（下線は変更部分を示します。） 

現行定款 変更案 

第１章 総 則 

（目的） 

第２条 当会社は、つぎの事業を営むことを目的

とする。 

(1) 情報処理システムに関する調査、研

第１章 総 則 

（目的） 

第２条     （現行どおり） 

 

(1)   （現行どおり） 
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究業務 

(2) 情報処理システムに関する情報の

収集、分析、処理業務 

(3) 情報処理システムに関する情報提

供サービス業務 

(4) 情報処理システムに関するソフト

ウェアおよびハードウェアの設計、

開発、販売、リースおよび使用権の

許諾、保守、コンサルティング業務

(5) 情報処理システムに関するソフト

ウェアおよびハードウェアの賃貸

借、輸出入業務 

(6) 情報処理システムに関する操作要

員の教育、訓練業務 

（新 設） 

 

(7) 情報処理システムに関する出版物

の出版、編集、翻訳業務 

(8) コンピュータネットワークによる

ソフトウェア利用、運用に関する技

術援助、コンサルティング業務 

(9) コンピュータネットワークを利用

した情報提供サービス業務 

(10)コンピュータネットワークを利用

した通信販売業務 

(11)前各号に附帯関連する一切の事業 

 

 

 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を東京都文京区に置く。

 

第４章 取締役および取締役会 

（取締役の責任免除） 

第29条 当会社は、会社法第426条第１項の規定

により、任務を怠ったことによる取締役

 

(2)   （現行どおり） 

 

(3)   （現行どおり） 

 

(4)   （現行どおり） 

 

 

 

(5)   （現行どおり） 

 

 

(6) 情報処理システムに関する要員の

教育、訓練業務 

(7) 情報処理システムに関する教材の

開発、販売業務 

(8) 情報処理システムに関する出版物

の出版、編集、翻訳業務 

(9) コンピュータネットワークによる

ソフトウェア利用、運用に関する技

術援助、コンサルティング業務 

(10)コンピュータネットワークを利用

した情報提供サービス業務 

(11)コンピュータネットワークを利用

した通信販売業務 

(12)コンピュータネットワークの回線

接続サービス業務 

(13)特定労働者派遣業務 

(14)前各号に附帯関連する一切の事業 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を東京都千代田区に置

く。 

第４章 取締役および取締役会 

（取締役の責任免除） 

第29条 当会社は、会社法第426条第１項の規定

により、任務を怠ったことによる取締役
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（取締役であった者を含む。）の損害賠

償責任を、法令の限度において、取締役

の決議によって免除することができる。

 

２ 当会社は、会社法第427条第１項の規定
により、社外取締役との間で、任務を怠

ったことによる損害賠償責任を限定す

る契約を締結することができる。ただ

し、当該契約に基づく責任の限度額は、

法令が定める範囲内とする。 
（新 設） 

（取締役であった者を含む。）の損害賠

償責任を、法令の限度において、取締役

会の決議によって免除することができ

る。 

  ２   （現行どおり） 

 

 

 

 

 

附則 

本定款第３条の変更は、平成19年６月末
日までに開催予定の取締役会において

決議される本店移転日をもって効力を

生じるものとする。 
なお、本附則は、本店移転の効力発生後、

これを定款から削除する。 

 

以上 


